
第４回

第４期鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会

・ 日 時： 令和４年１１月２８日（ 月）  

                             １ ０ ： ０ ０～１ １ ： ３ ０  

・ 場 所： 鳥取市役所本庁舎７階全員協議会室 

次  第 

１  開  会 

２  委員長あいさつ                

３  報告・ 協議事項 

（ １ ） 第３回委員会議事概要                   【 資料１ 】 

（ ２ ） 第４期鳥取市中心市街地活性化基本計画（ 案） について    【 資料２ 】 

  ・ 市民政策コメント回答 

  ・ 計画書（ 案）  

４  その他 

５  閉 会 



配布資料一覧

Ｎｏ ． 資料名

―
第4回第4期鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会次第、配席
図、名簿

１ 第３回委員会議事概要

2-1 市民政策コメント回答

2-2 
第４期鳥取市中心市街地活性化基本計画（ 案）

※第3回検討員会委員意見への対応含む 
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日時： 令和4年11月28日（月）10時～11時30分
場所： 鳥取市役所本庁舎７階　全員協議会室

鳥取商工会議所
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ネージャー
● ●

（福）鳥取市
社会福祉協議会
参事

中村　彩 吉村　雅子

日ノ丸自動車(株)
常務取締役業務部

長
● ●

(一社)鳥取市観光
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理事

田中　賢治 渡世　唱子
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理事長
●
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西日本旅客鉄道（株）山陰支社

三原麻美

鳥取市日進地区自治連合会会長
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とっとり若者地方創生会議

清水 愛結

● ● ● ● ●
鳥取市

経済観光部次長兼
経済・雇用戦略課

長
渡辺 大輔

鳥取市
都市整備部長
岡　和弘

鳥取市
中心市街地整備課
有本　公博

鳥取市
中心市街地整備課

雁長補佐

鳥取市
中心市街地整備課

土江主任

随行席

第４期鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会
第４回　配席表
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口

報道・ 傍聴席
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 ■ 第４期鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会（ １４名）  

 （ 順不同・ 敬称略）  

役 職 所属団体名等 氏 名 備 考 

委員長 鳥取環境大学経営学部 准教授 倉持 裕彌 有識者 

副委員長 鳥取大学大学院工学研究科 助教 細江 美欧 有識者 

委員 鳥取商工会議所 副会頭 石丸 文男 経済界 

〃 （ 株） 鳥取銀行鳥取市役所支店支店長 若山 敬之 地域経済 

〃 鳥取市商店街振興組合連合会 理事長 真嶋 茂 商 業 

〃 鳥取市中心市街地活性化協議会プロジェクトマ

ネージャー（（ 株） まるにわ 取締役）

中村 彩 まちづく り

〃 日ノ丸自動車（ 株）  常務取締役業務部長 田中 賢治 交 通 

 西日本旅客鉄道（ 株） 山陰支社 三原 麻美 交 通 

〃 (公財)鳥取市文化財団 理事長 木谷 清人 文 化 

〃 (一社)鳥取市観光コンベンション協会 理事 渡世 唱子 観 光 

〃 ( 福 )鳥取市社会福祉協議会 総務企画課参事 吉村 雅子 福 祉 

〃 (一社)鳥取県建築士会 東部支部長 赤山 渉 景 観 

〃 鳥取市日進地区自治連合会会長 入江 峰生 住 民 

〃 とっとり若者地方創生会議 清水 愛結 住 民 

【 事務局】

所属 氏 名 備 考

鳥取市都市整備部長 岡 和弘

鳥取市経済観光部次長兼経済・ 雇用戦略課長 渡邉 大輔

鳥取市都市整備部中心市街地整備課長 有本 公博

鳥取市都市整備部中心市街地整備課長補佐 雁長 徹

鳥取市都市整備部中心市街地整備課主任 土江 慧太
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第４期鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会設置要綱 

（ 設 置）

第１条 鳥取市の中心市街地再生のための次期計画である「 第４期鳥取市中心市

街地活性化基本計画」（ 以下「 基本計画」 という。） を策定するため、「 第４期鳥

取市中心市街地活性化基本計画検討委員会」（ 以下「 委員会」 という。） を設置

する。  

（ 委員会の構成）

第２条 委員会は、有識者、住民代表、商業者、文化・ 観光・ 福祉関係者等の中

から市長が委嘱する委員をもって組織する。

（ 検討事項）

第３条 委員会は、基本計画を策定するため、次の事項について検討を行う。

（ １ ）現行計画の検証及びその他の関連する計画等を踏まえた、基本計画の方針、

区域、目標等 

（ ２ ） その他、基本計画の策定に関すること。

（ 委員の任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和４年１２月３１日までとする。

（ 役 員）

第５条 委員会に、次の役員を置く 。

（ １ ） 委員長  １名

（ ２ ） 副委員長 １名

（ 役員の選任）

第６条 役員は、委員会において委員の互選により選出する。

（ 役員の職務）

第７条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

２  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

（ 会 議）

第８条 委員会の会議は、委員長が招集する。

２  会議の議長は、委員長がこれにあたる。

３  委員会は、代理を含む構成員の半数以上の出席により成立する。

４  議事は、代理を含む出席構成員の過半数により決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。
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５  委員会に、関係行政機関等の職員または委員長が必要と認める者の出席を求

めることができる。

（ 会議の公開）

第９条 委員会の会議は、公開を原則とする。ただし、出席構成員の３分の２以

上が必要と認めたときは、非公開とすることができる。

（ 事務局）

第１０条 委員会の事務局は、鳥取市都市整備部中心市街地整備課が担当する。

（ 有効期間）

第１ １条 この要綱の有効期間は、第４条に定める委員任期が終了するまでとす

る。

（ 補 則）

第１ ２条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員

会が、これを定める。

附 則

この要綱は、令和４年７月１３日から施行する。
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